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都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主管部（局）御中 

  中 核 市 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

「介護職員処遇改善支援補助金」について 

 

 

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11月 19日閣議決定）

に基づく介護現場で働く方々の収入の引上げについては、「令和４年２月以降の

介護職員の処遇改善に係る措置について」（令和３年 11 月 29 日付け厚生労働省

老健局老人保健課事務連絡）において概要をご報告したところです。 

今般、本年 12 月 20 日に成立した令和３年度補正予算による「介護職員処遇

改善支援補助金」に係る要件等について、現時点の案を別添のとおりお知らせい

たしますので、内容についてご了知いただきますようお願いいたします。 

なお、実施要綱等については、今後説明の機会を設けた上で、発出予定です。 







介護職員処遇改善支援補助金 交付率（案）

サービス区分 交付率
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2.1％

・（介護予防）訪問入浴介護 1.0％
・通所介護
・地域密着型通所介護 1.0％

・（介護予防）通所リハビリテーション 0.9％
・（介護予防）特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護 1.4％

・（介護予防）認知症対応型通所介護 2.1％
・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護 1.6％

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 2.0％
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・（介護予防）短期入所生活介護

1.4％

・介護老人保健施設
・（介護予防）短期入所療養介護（老健） 0.8％

・介護療養型医療施設
・（介護予防）短期入所療養介護（病院等） 0.5％

・介護医療院
・（介護予防）短期入所療養介護（医療院） 0.5％

※ （介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売、（介護予防）居
宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は交付対象外。

※ 現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率を乗じて算出。
今回は、報酬とは別の補助金のシステムを用いることとしているが、できる限り速やかに事業所へ補助金を交付する観点から、総報酬に上記交
付率を乗じることで交付額を算出。（各介護サービス種類ごとの介護職員数に応じて、月額平均9,000円相当の額を交付できるようにしている点は
同様。）10月以降の加算率については、引き続き調整・検討予定。

○ 現行の介護職員処遇改善加算等と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の
交付率を介護報酬に乗じる形で各事業者に交付。


